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会計

2010年11月のIFRS解釈指針委員

会（IFRS InterpretationsCommit-

tee）について、活動状況を報告す

る。IFRS解釈指針委員会2010年11

月会議が、2010年11月４日及び５日

にロンドンの国際会計基準審議会

（IASB）本部で行われた。

2010年11月会議の結果、議論され

た論点の状況は、下記のとおりであ

る。

IFRS解釈指針委員会は、提出され

た論点が下記の６つのアジェンダ基

準（必ずしもすべてを満たす必要は

ない）に適合するかどうかについて

検討し、決定する。アジェンダ項目

として決定された論点だけが、解釈

指針作成に向けて本格的な審議に入

ることとなる。

� 広範（widespread）であること、

そして、実務的な関連性（practi-

calrelevance）を有すこと。

� 著しく多様な解釈が実務に存在

する （significantdivergencein

practice）、若しくは、これから発

生すると考えられる場合。もし、

IFRSが十分に明白であり、実務

の多様性が存在しないと考えられ

る場合には、アジェンダ対象とな

らない。

� 実務の多様性を取り除くことで

財務報告が改善すること。

� 現行のIFRS及びフレームワー

クによって解決可能であること。

スコープが十分に狭い（narrow）

こと、しかし、費用対効果の点で

スコープがあまりに狭すぎてもい

けない。

� タイムリーにコンセンサスに至

ることができる可能性が高いこと。

� 現在進行中若しくは予定されて

いるIASBプロジェクトに関連す

る場合、IASBの活動よりも早く

ガイダンスを提供する差し迫った

必要性があること。IASBプロジェ

クトが、IFRS解釈指針委員会の手

続を完結するよりも早く問題解決

できるのであれば、IFRS解釈指

針委員会のアジェンダ対象とはな

らない。

アジェンダ項目に該当しないと判

断された論点（アジェンダ仮決定）

は、その理由とともにIFRICUpdate

上で公開され、30日間のコメント期

間を経た後に、次回のIFRS解釈指針

委員会会議にて最終決定される。

本稿では、必要に応じ若干の補足

説明を加え、会議の決定内容を要約

する。なお、IFRS解釈指針委員会に

よる正式な公表文言は、IASBのウェ

ブサイトでご確認いただきたい。

文中の意見にわたる部分は、筆者

の見解であることをあらかじめお断

りしておく。
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改訂テーマ
（関連基準）

問題点 IFRS解釈指針委員会による検討 次のステップ

権利確定条件
と非権利確定
条件（IFRS第
２号）

IFRS解釈指針委員会は、権利確定条
件（特に、業績条件）と非権利確定条
件を区分する基準を明確化するようリ
クエストを受けた。特に、勤務条件、
業績条件及び非権利確定条件の区分方
法を問われた1。また、複数の条件の
相互関連を明確化するよう問われた。

ボードのリクエストを受け、委員会
は次回の年次改善サイクルにて、勤
務条件と業績条件の定義を明確化す
るための提案をすることを決定した。

委員会は、下記の論点について、
年次改善で対処すべき優先度の
高い論点とした。
・ 従業員の責任と業績目標の
相関関係

・ 株式市場インデックスにリ
ンクした目標が、業績条件を
構成するかどうか

・ 要求される勤務期間を超過
する期間にリンクした業績目
標が、業績条件を構成するか
どうか

・ 雇用の終了が失効若しくは
取消しに該当するか

下記については、将来のIFRS
第２号に関連するボード・アジェ
ンダに含めることを提案した。
・ 非競合契約の分類
・ 複数の確定条件の相関関係

非支配持分株
主に付与され
た売渡請求権
（IAS第32号）

IFRS解釈指針委員会は、親会社の連結
財務諸表において、非支配持分株主に
対して付与された売渡請求権（NCIプッ
ト）たる金融負債の帳簿価額の変化を
いかに会計処理するべきか、ガイダン
スを提供するようリクエストを受けた2。

リクエストが問題としているのは、
IFRS第３号及びIAS第27号又はIAS第
39号の2008年改訂後に付与された売渡
請求権である。

IAS第32号とIAS第39号のガイダンスと
整合するべく、売渡請求権の帳簿価額
の事後測定による変動は、損益として
処理すると考える者もいる。一方で、
被支配持分との取引に関するIAS第27
号のガイダンスと整合させて、売渡請
求権の帳簿価額の事後測定による変動
は、資本として処理すると考える者も
いる3。

前回の会議で委員会は、下記の内容を
仮決定し、コメントを求めた。
・ IAS第32号第23項によりNCIプッ
トについて認識された金融負債は、
IAS第39号に従って事後測定される。
・ IAS第39号第55項及び第56項に従
い、NCIプットの帳簿価額の事後測定
による変動は損益として処理される。
・ アジェンダに追加しない。
・ 追加的な検討事項は、ボードの
FICEプロジェクトで検討すべき。

委員会は、アジェンダ仮決定につい
て、多数のコメントレターを受領し
た。コメントレターによれば、実務
に著しいダイバージェンスが生じて
いるため、委員会若しくはボードの
いずれかが、適時に追加的なガイダ
ンスを提供するべきとしている。

また、2010年10月のボード会議で、
FICEプロジェクトで本論点を検討
する余力がないことがはっきりした。

したがって、委員会は、本論点をア
ジェンダに追加することを決定した。

委員会はスタッフに対して、FICE
プロジェクトチームと協働して、
代替的会計モデルを検討するこ
とを指示した。また、次回の会
議の前に、デリバティブの適用
を含む代替的会計モデルを追求
することが適切かどうかについ
て、ボードの見解を確認するこ
とをスタッフに求めた。

２
解釈指針作成を決定した

論点（審議中のテーマ）
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改訂テーマ

（関連基準）
問題点 IFRS解釈指針委員会による検討 決 定

コーラブル・

タームローン

の流動・非流

動分類（IAS

第１号）

報告期間から12か月以内に返済が予定

されていないものの、原因を問わず貸

手がいつでも回収できるローン（コー

ラブル・タームローン4）について、

流動負債・非流動負債の分類はいかに

すべきか。

IAS第１号第69項�より、報告日に

おいて企業が報告期間日以後最低12

か月間返済を延長できる無条件の権

利を有さない場合、負債は流動負債

として分類されなければならない。

基準は十分なガイダンスを提供

しているため、アジェンダに追

加しない。

法定従業員利

益共有契約

（IAS第19号）

法定従業員利益共有契約により、税法

に基づく利益の10％を従業員と共有し

なければならない場合、いかに会計処

理されるべきか5。

税法に基づいて利益共有額を計算す

る場合であっても、当該契約は従業

員給付の定義を満たすため、IAS第

19号により会計処理される（IAS第

12号若しくはIAS第37号は類推適用

されない）。

基準は十分なガイダンスを提供

しているため、アジェンダに追

加しない。

使用価値の計

算（IAS第36

号）

配当ディスカウントモデル（DDM）を

用いて計算される配当起因予想将来キャッ

シュ・フローは、IAS第36号第33項に

定める現金創出単位（CGU）の使用価

値計算に際して、適切なキャッシュ・

フロー予想であるか。

IAS第36号第30項－第57項及び第74

項－第79項の原則に従い、CGUの使

用価値計算が実施される。DDMを用

いた計算は、例えば、個別財務諸表

上で投資の減損を判定する場合のよ

うに、単一の資産の使用価値を計算

する場合には適切なことがある。

DDMの中には、配当から生じる将来

キャッシュ・フローというよりは、

株主に対して分配可能な将来キャッ

シュ・フローに焦点を当てているモ

デルがある。このようなDDMは、

IAS第36号の原則と一致している限

りにおいて、CGUの使用価値計算

に際して、連結財務諸表上でも使用

可能であろう。

基準は明白であるため、アジェ

ンダに追加しない。

３ アジェンダ最終決定

改訂テーマ

（関連基準）
問題点 IFRS解釈指針委員会による検討 仮決定

自己信用リス

クの割引率へ

の算入（IAS

第37号）

IAS第37号第47項にいう「負債に特有

のリスク」の文言の解釈をめぐり、自

己信用リスクを負債測定に用いられる

割引率に含めるべきかどうか。

自己信用リスクを負債測定に用いら

れる割引率に含めるべきかどうかに

ついて、ガイダンスは不明瞭である。

アジェンダに追加しない。現行

のIAS第37号改訂プロジェクト

で取り扱うべき。

４ アジェンダ仮決定
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IFRS解釈指針委員会は４つの論

点を議論し、このうち、２論点につ

いて改善をボードにリコメンデーショ

ンすることを決定した（下表のとお

りである）。

今回の会議では、IFRS第２号の権

利確定条件等の定義に関する論点に

ついて、論点の絞り込みについて合

意された。この過程において、大手

国際会計事務所やフランスの会計基

準設定主体（ANC）などが調査に

協力した。重要な概念の定義に関わ

ることから、解決が容易な問題では

ないが、ボードの議論時間が極めて

制約される中で、委員会の今後の議

論に期待したい。

〈参考文献〉

・ IASBWebSite（IFRICUpdate,

IASBUpdate,StaffPaperを含む）

・ 「国際財務報告基準」企業会計

基準委員会

〈注〉

１ 2009年７月会議での議論は、下

記のとおりであった。

IFRS解釈指針委員会は、IFRS第

２号IG24非権利確定条件（non-

vestingconditions）の例示を、い

かに適用するかについて明確化す

るようリクエストを受けた。サブ

ミッションは具体的シナリオを挙

げている。非上場会社が100の株

式オプションを10人の従業員に付

与する。付与は、FTSE100インデッ

クスが向こう３年で１回でも6,500

に到達すること、かつ、従業員が

その時点まで就業していることを

条件としている。企業の株式は非

上場であり、FTSE100株式インデッ

クスの一部ではない。

IFRS解釈指針委員会は、下記の

点につきさらなる調査を要すると

結論した。

・ サブミッションで特定された

論点が、根本的に、勤務条件

（servicecondition）と他の条件

（すなわち、業績条件（perform-

ancecondition））との関連性を

問題としているのかどうか。

・ このような種類の取引が広範

であり、実務の多様性が生じて

いるのかどうか。

２ 例えば、親会社Ａが子会社Ｂの

株式を80％保有しているとする。

残りの20％の株式は、被支配持分

株主Cが保有している。株主Ｃに

対して売渡請求権が付与されてお

り、実行すれば、親会社Ａに自己

の保有する株式を売り渡すことが

できる。請求権は、通常、EBITDA

などの公正価値若しくは一定額で

行使できる。

３ フランスのレギュレーター

（AMF）によるリコメンデーショ

ンは、被支配持分との取引に関す

るIAS第27号のガイダンスと整合

させて、売渡請求権の帳簿価額の

事後測定による影響は、資本とし

て処理するべきとしている。

４ 香港では、このような貸付条件

が一般的であるという。下記は、

契約文言の例である。

・Thefacilitiesaresubjecttoreview

atanytimeandalsosubjecttothe

Bank・soverridingrightofwith-

drawalandrepaymentondemand,

includingtherighttocallforcash

coverondemandforprospective

andcontingentliabilities.・

・Bysigningthisletter,youex-

presslyacknowledgethatwemay

suspend,withdrawormakedemand

forrepaymentofthewholeorany

partofthefacilitiesatanytime

notwithstandingthefactthatthe
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５
年次改善プロジェクト

（2010年－2012年サイクル）

６ おわりに

テーマ（関連基準） 問題点 IFRS解釈指針委員会による主なリコメンデーション

販売可能負債証券の

未実現損失に対する

繰延税金資産認識

（IAS第12号）

委員会は、IAS第12号に従い販売

可能負債証券の未実現損失に対し

て繰延税金資産を認識するかどう

かに関して、ガイダンスの提供を

依頼された。2010年５月会議のア

ジェンダ仮決定6を受けて、委員

会は複数のコメントレターを入手

した。

下記の点を明確化するべく、年次改善によるIAS第12号の改訂を

実施するべき。

・ 各国税制に応じた所得分類ごとに課税所得を通算して、繰延

税金資産の実現可能性を評価すること。

・ 将来の一定期間において、販売可能負債証券の未実現損失に

関する一時差異の戻入れをしても課税所得が生じない場合、基

準にいうタックス･プランニングの機会には該当しないこと。

・ 繰延税金資産認識評価の基礎となる課税所得には、販売可能

負債証券の未実現損失に関する一時差異の戻入れ及び繰越控除

を含めないこと。

回収可能価額の開示

（IAS第36号）

IAS第36号第130項に定める回収

可能価額の開示に矛盾点が存在。

回収可能価額が売却費用控除公正価値と使用価値のいずれであっ

ても、回収可能価額の計算に用いられた割引率を開示するべき。
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following covenants/undertakings

areincluded in thisletterand

whetherornottheGuarantorisin

breachofanysuchcovenants/un-

dertakings.・

・Asageneralbankingpracticeand

notwithstandinganytermsandcon-

ditionsspecifiedabove,theLender

reservesitsoverridingrighttocan-

celortomodifytheFacility,orto

demandimmediaterepaymentofall

outstandingbalanceswhetherdue

orowing,actualorcontingent

undertheFacilitywithoutpriorno-

tice.・

・Notwithstanding any provisions

statedinthisletter,theFacilities

arerepayableondemandbythe

Bank.TheBankhastheoverriding

rightatanytimetorequireimme-

diatepayment（ofallprincipal,in-

terest,feesand otheramounts

outstandingunderthisletterorany

partthereof） and/ortorequire

cashcollateralizationofallorany

sums actually or contingently

owingtoitundertheFacilities.・

・Notwithstanding anything con-

tainedinthisletter,theFacilities

aresubjecttotheBank'soverriding

rightofrepaymentondemand,to

review,amend,and/orcancelany

oralloftheFacilitiesatitssole

discretion.・

５ メキシコの制度である。

６ 2010年５月のアジェンダ仮決定

は、下記のとおりである。

IAS第12号 販売可能負債証券

の未実現損失に対する繰延税

金資産

IFRICは、IAS第12号に従い、

販売可能負債証券の未実現損失

に対して繰延税金資産を認識す

るかどうかに関して、ガイダン

スの提供を依頼された。未実現

損失の戻入れまで販売可能負債

証券を保有する企業の能力と意

図が、タックス・プランニング

の機会であるかどうかが問われ

ている。もしそうであれば、販

売可能負債証券の未実現損失に

対する繰延税金資産の認識が、

他の繰延税金資産の認識と区別

して評価されるかどうかが問わ

れている。

IFRICは、IAS第12号の目的

と控除可能一時差異に係る繰延

税金の認識原則は、報告日にお

ける資産又は負債の帳簿価額の

回復又は決済に基づいているこ

とに注目した。IFRICは又、リ

クエストの事実に基づく文脈に

おいて、販売可能負債証券を満

期まで保有する企業の行為が、

IAS第12号第30項にいうタック

ス・プランニングの機会の定義

を満たさないことを認識した。

さらに、IAS第12号第24項から

第31項のアプローチに従って、

課税当局により設定されたルー

ルと整合した方法で、企業は、

繰延税金資産を実現する蓋然性

の評価をしなければならない。

IFRICは、IAS第12号に従い、

販売可能負債証券に対して繰延

税金資産を認識するかどうかに

関して十分なガイダンスを提供

していることから、実務の相違

が生じないとした。したがって、

IFRICは、本論点をアジェンダ

に追加しないことを仮決定した。

会計・監査ジャーナル No.667 FEB.201148
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